
2012年10月1日
日本公認会計士協会近畿会

制度業務等中堅・若手会計士委員会

１．調査期間

2012年8月24日～9月3日（上場会社については9月10日まで）

２．アンケート調査方式の概要及び回答結果

カテゴリ 属性区分 回答数 回答率 構成比
アンケート調査方式

（回答はすべてWebサイトへの回答）

アウター１ 1 上場企業 276 30.67% 69.0%
郵送による回答依頼 上場企業連結売上高
上位900社（2011年3月期）の財務経理部門
責任者

アウター１ 2 地方公共団体 26 20.80% 6.5%

郵送による回答依頼 近畿地方の都道府
県、政令指定都市、及び全国の地方公共団
体（任意抽出）の財政部門と監査事務局責
任者 合計125件

アウター１ 3
公的機関・公的法人
等

53 26.50% 13.3%

郵送による回答依頼  独立行政法人100法
人、大学共同利用機関法人その他特殊法人
14法人、国立大学法人86法人の財務部門責
任者

アウター２
上場企業の役員・管
理職

400 － 100.0%
調査会社の条件合致モニター調査による回
答採取

アウター２
上場企業勤務の30歳
以上のビジネスマン
（非管理職）

400 － 100.0%
調査会社の条件合致モニター調査による回
答採取

インナー 4 協会会員 656 23.16% 164.0%
関西三会の全会員・準会員に一斉メールで
の回答依頼

インナー 5 協会準会員 186 17.97% 46.5%
関西三会の全会員・準会員に一斉メールで
の回答依頼

合計 1997 23.51% 100.0%

＜各カテゴリの意味＞
アウター１ ＝ 情報発信者

アウター２ ＝ 情報利用者

インナー ＝ 会計および監査の専門家

３．調査結果の公開について

カテゴリ別（一部属性別）の集計数（割合）をグラフ表示した資料を速報として公開します。

４．本調査結果の閲覧にあたってご同意いただきたい事項について

  当委員会では、より社会に役立つ公認会計士を目指して、「将来の国際社会及び地域社会にどのように貢献してい
くのか」を考え、「公認会計士業界の将来ビジョンと公認会計士制度はどうあるべきか」についての調査研究に取り
組んでおります。この調査研究には、上場企業をはじめとする企業・法人の皆様や情報の利用者の皆様が、公認会計
士の業務及び公認会計士制度に何を期待されているのかを把握することが不可欠でありますことから、このたび「公
認会計士業務に関する意識調査」としてアンケート方式（無記名式・設問10問）による調査を実施いたしました。
  この「公認会計士業務に関する意識調査」につきましては、下記「２．アンケート調査方式の概要及び回答結果」
のとおり、大変多数のご回答をいただきました。ご回答ご協力いただきました皆様には厚く御礼を申し上げます。
  調査結果につきましては、当委員会の9月21日付研究発表研修会「2030年代の社会と公認会計士～公認会計士業界の
将来ビジョンと公認会計士制度のあり方・総括編～」にて実証調査結果として発表いたしましたほか、今般、別添の
とおり近畿会ホームページにおいて集計結果の速報を公表いたします。

公認会計士業務に関する意識調査の集計結果公表について（速報）

なお、意見・コメントを徴求した設問（Q2・Q8・Q10）については、今回の速報には掲載しておりません。後日、回答
件数と主要なコメントを集約したうえで公開する予定です。

日本公認会計士協会近畿会がウェブサイト上で公表する公表物の著作権は日本公認会計士協会近畿会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会近畿会から許諾を得ることなく、
日本公認会計士協会近畿会編集以外の印刷物、日本公認会計士協会近畿会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その
他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。



公認会計士業務に関する意識調査（2012年8月～9月）
回答集計結果（グラフ表示1） 2012年10月１日

日本公認会計士協会近畿会
制度業務等中堅・若手会計士委員会

企業・公的機関・法人等の発信する情報に関する意識調査

企業・法人理念コンプライアンスにかかわる製品・サービス・安全・安心にかかわるＩＲ情報 従業員の採用財務情報 環境・ＣＳＲ社会貢献活動
全体 1984全体(n=1984) 全体 43.5% 41.6% 42.2% 29.6% 49.1% 19.8% 61.9% 21.1% 16.4%
アウター1 345  アウター1上場企業、地方公共団体、  アウター1上場企業45.8% 39.1% 40.0% 31.0% 60.6% 10.7% 84.6% 27.0% 20.6%
アウター2 800  アウター2情報利用者（上場企業勤務  アウター2情報利用者40.5% 52.5% 47.0% 34.3% 38.8% 20.5% 38.1% 21.9% 17.3%
インナー 839  インナー協会会員・準会員(n=839)  インナー協会会員45.5% 32.2% 38.6% 24.6% 54.2% 22.8% 75.3% 17.9% 13.9%

Q1.昨今では様々な情報開示が求められており、その開示内容は財務情報や財務情報以外の情報（非財務情報）があります。

（アウター１）貴社、貴団体または貴法人・機関が開示するどのような情報に対して特に利害関係者の関心が高いと感じていらっしゃいます
か。以下の中からあてはまるものを全てお選びください。

（アウター２、インナー）企業や公的法人・公的機関等が開示するどのような情報に対して特に関心を高く感じていらっしゃいますか。以下の
中からあてはまるものを全てお選びください。

43.5%

41.6%

42.2%

29.6%

49.1%

19.8%

61.9%

21.1%

16.4%

45.8%

39.1%

40.0%

31.0%

60.6%

10.7%

84.6%

27.0%

20.6%

40.5%

52.5%

47.0%

34.3%

38.8%

20.5%

38.1%

21.9%

17.3%

45.5%

32.2%

38.6%

24.6%

54.2%

22.8%

75.3%

17.9%

13.9%
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企業・法人理念、企業・法人のビジョン

コンプライアンスにかかわる情報

製品・サービス・技術情報

安全・安心にかかわる情報

ＩＲ情報

従業員の採用・待遇・人材育成・教育研修に関する情報

財務情報

環境・ＣＳＲ情報

社会貢献活動

全体 アウター1

上場企業、地方公共団体、公的機関、公的法人

アウター2

情報利用者（上場企業勤務のビジネスマン）

インナー

協会会員・準会員
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公認会計士業務に関する意識調査（2012年8月～9月）
回答集計結果（グラフ表示2） 2012年10月１日

日本公認会計士協会近畿会
制度業務等中堅・若手会計士委員会

一定の数値情報開示者ＣＭ等広告宣伝開示する媒体開示情報に特になし
全体 1984全体(n=1984) 全体 58.9% 26.0% 6.5% 24.0% 38.9% 15.9%
アウター1 345  アウター1上場企業、地方公共団体、  アウター1上場企業67.8% 25.8% 2.9% 17.1% 33.9% 9.6%
アウター2 800  アウター2情報利用者（上場企業勤務  アウター2情報利用者51.4% 25.3% 7.1% 21.1% 20.1% 28.4%
インナー 839  インナー協会会員・準会員(n=839)  インナー協会会員62.3% 26.8% 7.3% 29.6% 58.8% 6.6%

非財務情報非財務情報開示される非財務情報について、第三者による保証を受けることが適当と感じたことはあるが
全体 1984全体(n=1984) 全体 32.2% 33.8% 35.0%
アウター1 345  アウター1上場企業、地方公共団体、  アウター1上場企業51.3% 19.1% 31.3%
アウター2 800  アウター2情報利用者（上場企業勤務  アウター2情報利用者23.3% 44.8% 32.0%
インナー 839  インナー協会会員・準会員(n=839)  インナー協会会員32.9% 29.4% 39.3%

Q4.公認会計士は監査（またはレビュー）を行うことにより、企業の財務情報（有価証券報告書の一部など）に対して一定の保証を行っていま
す。
昨今では、財務情報以外の重要な企業情報（非財務情報※）が利害関係者に開示されるようになってきましたが、このような
非財務情報についても公認会計士による保証を受けることが必要だと思われたことはありますか。以下の中からあてはまるものを全てお選
びください。※非財務情報は、「Q1」の選択肢「７ 財務情報」以外の情報を指し、例えば顧客との契約時の重要事項説明書の情報や、コンプ
ライアンスにかかわる情報、製品情報などが該当します。

Q3.（アウター２、インナー）企業や公的法人、公的機関等が開示する情報の信頼性について検討する上で考慮されていることはあります
か。　　　以下の中からあてはまるものを全てお選びください。

Q3.（アウター１）貴社、貴団体または貴法人・機関が開示する情報について利害関係者からの信頼を得るために特に重視されていることは
何ですか。以下の中からあてはまるものを全てお選びください。
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一定の数値や数値比較等の裏付情報とともに情報を開示していること

情報開示者が上場企業や公的法人等であること

ＣＭ等広告宣伝による企業・法人の知名度が高いこと

開示する媒体（新聞業者、雑誌業者等）の信頼性（信用度）や知名度

開示情報に対する第三者（専門家等）の保証の付与

特になし

全体 アウター1

上場企業、地方公共団体、公的機関、公的法人

アウター2

情報利用者（上場企業勤務のビジネスマン）

インナー

協会会員・準会員
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非財務情報については、開示する企業の責任と閲覧する利害関係者の自己責

任において開示・利用がなされるべきであり、非財務情報への公認会計士によ

る保証は特段必要ではない

非財務情報であっても企業が利害関係者に対して開示する企業情報である以

上は、公認会計士による保証により信頼性を付与することが必要である

開示される非財務情報について、第三者による保証を受けることが適当と感じ

たことはあるが、公認会計士が行うべきとは特段思わない

全体 アウター1

上場企業、地方公共団体、公的機関、公的法人

アウター2

情報利用者（上場企業勤務のビジネスマン）

インナー

協会会員・準会員
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公認会計士業務に関する意識調査（2012年8月～9月）
回答集計結果（グラフ表示3） 2012年10月１日

日本公認会計士協会近畿会
制度業務等中堅・若手会計士委員会

公的機関の発信する情報（財務情報・業績評価その他の情報）に関する意識調査

以下の中からあてはまるものをひとつだけお選びください。

公的機関の公的機関の情報開示の公的機関の公的機関の発信する情報は、業績評価やサービスの評価等については
全体 1984全体(n=1984) 全体 4.7% 44.4% 25.5% 14.8% 10.7%
地方公共団体 26地方公共団体(n=26) 地方公共団体 23.1% 34.6% 15.4% 3.8% 23.1%
地方公共団体以外1958地方公共団体以外(n=1958)地方公共団体以外4.4% 44.5% 25.6% 15.0% 10.5%

Q6.公的機関等（国、地方公共団体、独立行政法人等の公的法人、その他外郭団体等）が発信する情報は、

第三者の保証を受ける必要があるとお考えになりますか。以下の中からあてはまるものをひとつだけお選びください。

必要ない 必要と考えるが第三者による監査・保証が必要である。公的機関自身もしくは他の公的機関などによるものは
全体 1984全体(n=1984) 全体 7.6% 29.5% 63.0%
地方公共団体 26地方公共団体(n=26) 地方公共団体 30.8% 53.8% 15.4%
地方公共団体以外1958地方公共団体以外(n=1958)地方公共団体以外7.3% 29.2% 63.6%

Q5.公的機関等（国、地方公共団体、独立行政法人等の公的法人、その他外郭団体等）の発信する情報の信頼性についてどのように感じて
いらっしゃいますか。
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全体

地方公共団体

地方公共団体以外

公的機関の発信する情報であれば、無条件に信頼性がある。

公的機関の発する情報であっても、外部の第三者による監査、信頼性の付与がされているわけではないので、誤謬や情報操作があっても利用者は知りようがない

ことから、その情報に全面的に信頼性があると考えることはできない。

情報開示の基準が国や地方公共団体によって異なり、情報開示が限定的・部分的であったり、事後に誤りを指摘する報道や訂正も頻発している現状があり、信頼

性を判断しがたい。

公的機関の発信する財務情報等は、会計が一般の企業会計等とは異なっていて、どのような会計がされているのかが分かりにくいため、信頼性について判断しが

たい。

公的機関の発信する情報は、業績評価やサービスの評価等については、財務情報だけでなく非財務情報も混在することから、複雑高度な情報となっており、信頼

性について判断しがたい。
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全体

地方公共団体

地方公共団体以外

必要ない

必要と考えるが公的機関自身もしくは他の公的機関にて、監査や検査が行われている事情については、第三者の監査・保証までは不要である。

第三者による監査・保証が必要である。公的機関自身もしくは他の公的機関などによるものは独立的立場になく保証されている（信頼性がある）と言い難いため。

 Copyright © 2012 日本公認会計士協会近畿会



公認会計士業務に関する意識調査（2012年8月～9月）
回答集計結果（グラフ表示4） 2012年10月１日

日本公認会計士協会近畿会
制度業務等中堅・若手会計士委員会

今後の公認会計士監査および業務に関する意識調査

監査の品質監査の品質会計不正・その会計不正・その情報の利用者側情報の利用者側監査時間・監査報酬監査時間・監査報酬監査法人のサービスレベルの監査法人のサービスレベルの
全体 1984全体(n=1984) 全体 23.8% 35.0% 31.6% 24.4% 25.4% 26.2% 47.1% 9.6% 13.4% 31.7%
アウター1 345  アウター1上場企業、地方公共団体、  アウター1上場企業14.5% 37.4% 27.2% 19.7% 24.3% 37.4% 70.4% 4.9% 12.2% 35.7%
アウター2 800  アウター2情報利用者（上場企業勤務  アウター2情報利用者37.6% 15.1% 41.4% 7.3% 26.1% 9.3% 28.3% 3.8% 15.8% 11.9%
インナー 839  インナー協会会員・準会員(n=839)  インナー協会会員14.4% 53.0% 24.1% 42.7% 25.1% 37.7% 55.5% 17.2% 11.6% 48.9%

Q7.将来もしも監査法人の強制的交代制（ファームローテーション）が導入された場合、その影響や効果等にはどのようなものがあるとお考
えになりますか。以下の中からあてはまるものを全てお選びください。
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監査の品質レベルの向上

監査の品質レベルの低下

会計不正・その他不正の発見率の向上

会計不正・その他不正の発見率の低下

情報の利用者側にとっては、監査人が定期的に交代することで監査人の独立

性がより確保され、情報の信頼性が増すと期待できる

情報の利用者側にとっては、監査人が定期的に交代することと、監査人の独立

性がより確保されることに強い直接の関係があるとは考えられず、情報の信頼

性が増すと期待する根拠にはならない

監査時間・監査報酬の増加

監査時間・監査報酬の減少

監査法人のサービスレベルの向上

監査法人のサービスレベルの低下

ファームローテションに対応する企業側の負担が大きい（海外連結子会社の監

査法人までもが交代となれば影響が大きいなど）

ファームローテションに対応する企業側の負担は大きくはない

ファームローテションに対応する監査法人側の負担が大きい（海外連結子会社

の監査法人までもが交代となれば影響が大きいなど）

ファームローテションに対応する監査法人側の負担は大きくはない

将来、強制交代をしなければならなくなった時に自社または自法人に合った監

査法人を見つけることが難しいのではないかという懸念がある。

既に自主的に交代させている企業や法人も増えてきており、今度はそれがさら

に一般化すると考えられるので、強制的な交代制度が導入されても特段影響は

ない。

特に影響はない

その他（Q8でご記入ください）

わからない

全体 アウター1

上場企業、地方公共団体、公的機関、公的法人

アウター2

情報利用者（上場企業勤務のビジネスマン）

インナー

協会会員・準会員
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公認会計士業務に関する意識調査（2012年8月～9月）
回答集計結果（グラフ表示5） 2012年10月１日

日本公認会計士協会近畿会
制度業務等中堅・若手会計士委員会

公認会計士公認会計士公認会計士公認会計士海外進出先日本においてもグローバルにおけるファームローテーションへの各国間で公認会計士資格の相互承認資格の相互承認
全体 1984全体(n=1984) 全体 36.0% 15.4% 27.6% 13.8% 28.4% 18.0% 13.9% 36.4% 36.6% 12.7%
アウター1 345  アウター1上場企業、地方公共団体、  アウター1上場企業35.1% 9.6% 33.9% 7.2% 34.8% 11.3% 7.5% 46.1% 44.6% 14.5%
アウター2 800  アウター2情報利用者（上場企業勤務  アウター2情報利用者41.4% 8.9% 29.4% 6.9% 20.0% 17.0% 13.6% 17.1% 18.4% 5.0%
インナー 839  インナー協会会員・準会員(n=839)  インナー協会会員31.3% 24.1% 23.4% 23.0% 33.8% 21.8% 16.8% 50.9% 50.8% 19.2%

Q9.経済がグローバル化し、企業活動はボーダレス化しています。このような中、公認会計士の資格の多国家間における相互承認について
どのようにお考えになりますか。以下の中からあてはまるものを全てお選びください。
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13.8%
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18.0%

13.9%

36.4%

36.6%

12.7%

11.2%

12.4%

35.1%

9.6%

33.9%

7.2%

34.8%

11.3%

7.5%

46.1%

44.6%

14.5%

11.3%

14.5%

41.4%

8.9%

29.4%

6.9%

20.0%

17.0%

13.6%

17.1%

18.4%

5.0%

4.8%

19.8%

31.3%

24.1%

23.4%

23.0%

33.8%

21.8%

16.8%

50.9%

50.8%

19.2%

17.3%

4.6%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

公認会計士の資質（知識・能力）レベルが向上する

公認会計士の資質（知識・能力）レベルが低下する

公認会計士に対するコストが増加する（報酬アップ要因になる）

公認会計士に対するコストが減少する（報酬低下要因になる）

海外進出先でも現在日本で委嘱している日本の公認会計士で対応可能になるの

で、利便性が向上する

日本においても海外等事業展開に即した各国の公認会計士を選択可能になるの

で、利便性が向上する

グローバルにおけるファームローテーションへの対応が容易になる

各国間で公認会計士の資質や誠実性・独立性等の倫理性のレベルが様々なた

め、外国の公認会計士が期待されるレベルかどうかわからない

資格の相互承認のためには、資格要件と知識能力の水準を共通化し各国がそれ

に合わせることが前提である

資格の相互承認をしても利便性が向上するのは海外進出している企業だけで、日

本の地域社会や一般市民には関係がない。

日本の地域社会では他国の会計士が進出していくるとむしろ混乱が予想されるの

で、相互承認はしないか、しても業務等において部分的・限定的に承認すべきで

ある

わからない

全体 アウター1

上場企業、地方公共団体、公的機関、公的法人

アウター2

情報利用者（上場企業勤務のビジネスマン）

インナー

協会会員・準会員
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